
 

個別契約書 

 

「中小企業向けサイバー防犯教育システム開発プロジェクト」 

 

 

委託者：神奈川県警察本部 サイバーセキュリティ対策本部（以下「甲」という。）と受託

者：A14 班（以下「乙」という。）とは、サイバー防犯教育システムの要件定義、画面設計、

DB 設計、システム開発、テスト及び書類作成に係る業務（以下「本件業務」という。）の

委託に関して、次の要網及び後記契約条項の通り契約（以下、合わせて「本契約」という。）

を締結する。 

 

１. 具体的作業内容 

作業範囲は、サイバー防犯教育システム要件定義書に基づく要件定義、画面設計、DB

設計、システム開発、テスト及び書類作成とする。 

途中での機能追加の要請は別途期間を甲乙会議で検討の上、可能であれば追加する。

ただし、この場合委託料が上乗せとなるものとする。 

 

２. 契約類型 

  契約類型は準委任型とする。 

 

３. 作業期間又は納期 

  作業期間は令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 12 月 18 日とする。納期は下記に記載した

通りとする。 

  ・企画書 令和 3 年 4 月 28 日 

  ・プロジェクト憲章 令和 3 年 7 月 28 日 

  ・個別契約書（本契約書）令和 3 年 7 月 28 日 

  ・WBS 令和 3 年 7 月 28 日 

  ・コミュニケーション計画書 令和 3 年 7 月 28 日 

  ・リスク計画書 令和 3 年 7 月 28 日 

  ・画面設計書 令和 3 年 9 月 22 日 

  ・DB 設計書 令和 3 年 9 月 22 日 

  ・広報用動画 令和 3 年 12 月 15 日 

  ・発表ポスター 令和 3 年 12 月 15 日 

  ・成果物 令和 3 年 12 月 18 日 



 

４. 作業スケジュール 

4 月 企画の立案、要件定義 

5 月 TOP 画面の作成、環境構築、標的型サイバー攻撃メール体験システムの設計 

6 月 標的型サイバー攻撃メール体験システムの設計、Android 連動アプリの設計 

7 月 Android 連動アプリの設計、標的型サイバー攻撃メール体験システムの開発 

8 月 標的型サイバー攻撃メール体験システム開発 

9 月 標的型サイバー攻撃メール体験システム開発 

10 月 標的型サイバー攻撃メール体験システム開発テスト、Android 連動アプリの開発 

11 月 Android 連動アプリの開発、Android 連動アプリの開発テスト 

12 月 全体のテスト、発表準備 

 

５. 甲・乙の役割分担 

 

  甲 乙 

企画書 △(確認作業) 〇 

プロジェクト憲章 △(確認作業) 〇 

個別契約書 △(確認作業) 〇 

ＷＢＳ △(確認作業) 〇 

コミュニケーション計画書 △(確認作業) 〇 

リスク計画書 △(確認作業) 〇 

画面設計書 △(確認作業) 〇 

ＤＢ設計書 △(確認作業) 〇 

広報用動画 △(確認作業) 〇 

発表用ポスター △(確認作業) 〇 

成果物 △(確認作業) 〇 

   

要件定義  〇 

画面設計   〇 

ＤＢ設計   〇 

システム開発   〇 

単体テスト   〇 

結合テスト  〇 

システムテスト  〇 

   

 



６. 連絡協議会の運営に関する事項 

  連絡協議会の開催は、原則毎週水曜日 15 時から 18 時とする。 

 

７. 甲が乙に提供する情報、資料、機器、設備等 

  甲が乙に提供する情報は甲の業務内容とする。 

 

８. 作業環境 

  作業場所は各自任意の場所とする。 

 

９. 乙が甲の委託に基づき作成し納入すべき物件（以下「納入物」という。）の明細及

び納入場所 

乙は納期までに以下のものを納入する。 

  ①企画書 

  ②プロジェクト憲章 

  ③個別契約書（本契約書） 

  ④WBS 

  ⑤コミュニケーション計画書 

  ⑥リスク計画書 

  ⑦画面設計書 

  ⑧DB 設計書 

  ⑨広報用動画 

  ⑩発表ポスター 

  ⑪成果物 

 

１０. 委託料及びその支払方法 

  総額 17,525,000 円とする。 

  積算根拠：PM 工数 432(h)×10,000(円)= 4,320,000(円) 

    他メンバー総工数 2095(h)×5,000(円)= 10,475,000(円) 

    コンテンジェンシー276(合計スコア)×10,000(円)= 2,760,000(円) 

  合計 17,555,000(円) 

  成果物の機能を追加する場合、委託料がその分上乗せされるものとする。詳細はその

場で別途会議を行うものとする。 

 

１１. 検査又は確認に関する事項 

  令和 3 年 12 月 18 日に納品される資料及びソースプログラムファイルにて、検査、確

認を行うこととする。 



 

１２. その他個別業務遂行に必要な事項 

  甲及び乙は、必要に応じて以下に記載した代表者と連絡をとる。 

  代表者 文教大学 山岸侑生 連絡先 b9p31091@bunkyo.ac.jp 

 

令和 3 年 07 月 20 日 

 

甲：神奈川県警察本部 サイバーセキュリティ対策本部 印 

乙：A14 班 印 

mailto:b9p31091@bunkyo.ac.jp

